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G20 相互評価プロセス（MAP） 
先進ならびに新興市場 20 カ国・地域グループ（G20）は、 2009 年に、世界経済危
機からの永続的な回復に向け協働することにコミットしました。この目的の達成に
向け、G20 は「強固で持続可能かつ均衡ある成長のための枠組み」を立ち上げまし
た。この枠組みの基盤である G20 の「相互評価プロセス」を通し、G20 各加盟国・
地域が、世界経済の様々な目標とその達成において不可欠な政策を特定するととも
に、これらの目標の達成度を評価します。一方、G20 から要請を受けた IMF は、主
な不均衡、各国の政策の整合性、そして集合的に G20 の目標を達成することができ
るかを評価する技術的な分析を提供します。MAP 及び IMF のスタッフ分析の要点及
び提言については、http://www.imf.org/external/np/g20/index.htm を参照ください。 

世界経済の回復を導く指針 

MAP は、2009 年のピッツバーグ・サミットにおいて G20 加盟国・地域が策定した政策協調

へのアプローチです。G20 各国首脳は、同イニシアチブの方向性と内容を打ち出しました。

その目標は、全ての人のプラスになる連携の実現です。G20 は IMF に対し、MAP の一環と

して技術的な分析を提供するよう要請しました。 

IMF スタッフは、他の国際機関と連携して、G20 の各加盟国・地域が追求している政策と

G20 の強固で持続可能かつ均衡ある成長という目標が集合的に整合的であるかを評価する課

題に取り組みました。その一環として、IMF スタッフは参考指標の作成で G20 を支援する

よう要請を受けました。この指標を用いて加盟国・地域間の大幅な不均衡を特定して評価し

ます。 

2013 年のサンクトペテルブルクサミット で G20 は、各国が世界の経済成長、雇用、金融の

安定性の促進という課題に対処するなか、協力が重要であると強調しました。当面の経済情

勢と予算状況を考慮しながら、先進国において持続可能な財政を確保することに改めてコミ

ットしました。また、G20 は、世界的な不均衡を持続的に軽減していくために、各国・地域

が協調することを改めて約束しました。2014 年 11 月のブリスベンサミットで、G20 は

GDP をサンクトペテルブルク前に実施された政策を基にした軌道から 2018 年までに 2％以

上引き上げることを目指した、包括的な成長戦略にコミットしました。マクロ経済政策に加

え、投資の増大や雇用と参加の拡大、貿易と競争の強化に重点を置いた成長戦略が、「ブリ

スベン行動計画」の基盤となっています。2015 年 11 月のアンタルヤ・サミットで、G20 は

成長戦略コミットメントへの進捗状況を見直し、各国は更なる包摂性の促進と不平等の削減

に改めて重点を置くことでその成長戦略を強化しました。2016 年 9 月の杭州サミットで

は、強化された構造改革アジェンダを基礎とし、また一連の優先事項や指針を策定、および

進捗状況をモニタリングするための新たな指標体系を構築するなど成長戦略がさらに強化さ

れました。議長国ドイツの下、現在 G20 は頑健な指針の作成に取り組んでおり現行の成長
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戦略の改訂が図られることになります。経済成長の包摂性を高めていくことに重点を置いた

更なる取り組みも行われます。 

G20 の最新情報については、こちらのリンクを参照ください。http://www.g20.org 

枠組みの構成要素 

サミット 主な措置 詳細 

ピッツバーグ 

2009 年 9 月 

政策およびマクロ経済

の枠組み 
全 G20 加盟国・地域は、今後 3～5 年間の政策プランとパ

フォーマンス予測を各国・地域および IMF と共有。IMF
は、世界に及ぼす影響を検証。 

トロント 

2010 年 6 月 

加盟国・地域の政策の

評価 
IMF は、G20 加盟国・地域の政策の成長目標との一貫性を

評価した。さらに「上方シナリオ」 を分析・構想した。こ

のシナリオは、協調行動が、全ての国や地域、そして世界

的なリバランス（再調整）でより良い結果をもたらすこと

に寄与するとしている。 

ソウル 

2010 年 11 月 

参考指針により MAP
を強化 

G20 メンバーの首脳は、不均衡を特定し評価する参考指針
を活用し、枠組みの目標到達に向けた進捗状況を評価。IMF
に対し、大幅な不均衡を抱えた加盟国・地域には評価を実

施するよう求めた。 

政策コミットメント 全 G20 メンバーは、共通の成長目標を達成するための政策

措置を明確にした。 

カンヌ 

2011 年 11 月 

 

成長と雇用のためのカ
ンヌ行動計画 

G20 リーダーは、ユーロ圏の首脳陣がサミット前に発表し

た措置の実施が重要であることを強調した。 

G20 首脳は、中期的に不均衡を是正し、強固で持続可能か

つ均衡ある成長のための枠組みの進展を確保する政策措置

を承認した。失業、ソーシャル・セーフティネットといっ

た社会的課題により断固たる決意で臨むこと、さらに国際

通貨制度のより一層の安定化とその耐性の強化にコミット

した。 

大規模な不均衡が特定された 7 ヶ国については、IMF スタ

ッフが持続可能性報告書で不均衡の性質、根本的な原因、

および調整の障害に関する分析内容を報告した。 

ロスカボス 

2012 年 6 月 

 

成長と雇用のためのロ
スカボス行動計画 

G20 首脳は、需要の強化、世界経済の成長支援、信認の回

復、短・中期リスクへの取り組み、および雇用創出の強化

のための政策措置をとることにコミットした。 

G20 首脳は、強固で持続可能かつ均衡ある成長という共通

の目標に向けたコミットメントを果たすにあたっての進捗

状況を評価する、説明責任の評価枠組みの強化に合意、こ

の枠組みの下で第 1 回目の評価を実施した。 
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サミット 主な措置 詳細 

サンクトペテルブ
ルク 

2013 年 9 月 

 

サンクトペテルブルク
行動計画 

G20 首脳は、世界の成長、雇用、金融の安定性を連携して

引き上げるとした行動計画で合意。また経済状況を加味し

た財政健全化の必要性を確認。 

ブリスベン 

 

2014 年 11 月 

 

ブリスベン行動計画 G20 首脳は、グループ全体の GDP を、2018 年までに 2013
年 10 月の IMF の WEO ベースライン見通しの軌道から 2%
以上引き上げることを目指した包括的な成長戦略にコミッ

ト。 

 

 

アンタルヤ 

2015 年 11 月 

 

アンタルヤ行動計画 G20 首脳は、成長戦略の実施に向けた進捗状況を見直し、

同戦略の完全かつタイムリーな実施へのコミットメントを

強調した。また行動計画は、投資と包摂性の促進を強調し

ている。 

杭州 

2016 年 9 月 

杭州行動計画 G20 首脳は、9 つの優先分野、指針、および説明責任に必要

な指標体系など構造改革のための新たな枠組みに基づいて

成長戦略を強化した。 

 

この情報は 2017 年 4 月現在のものです。 


